
本内容は、国土交通記者会、国土交通省建設専門記者会、ＵＲクラブに同時発表します。 

令和元（2019）年７月１日 

独立行政法人都市再生機構 

内閣総理大臣がＵＲ都市機構を 

災害対策基本法に基づく指定公共機関に指定 

令和元年７月１日、独立行政法人都市再生機構（以下「ＵＲ都市機構」という。）は、内閣総理大臣か

ら災害対策基本法に基づく指定公共機関に指定されました。 

ＵＲ都市機構はこれまでも、大規模災害の発生時には、被災自治体に対し被災建築物の応急危険度判定

をはじめとした復旧に関する技術的支援を行ってきましたが、この指定を機に、自治体支援の体制強化や、

関係機関との連携強化を図り、より一層災害対応支援に取り組んで参ります。 

【過去の復旧に関する技術的支援事例】 

  

東日本大震災 

（平成 23年３月 11日） 

・応急仮設住宅建設に係る支援 181名（延べ 2,836名）

・被災宅地危険度判定に係る支援 ３名（延べ 15名）

平成 28年熊本地震 

（平成 28年４月 14日（前震）） 

（平成 28年４月 16日（本震）） 

・被災宅地危険度判定に係る支援

コーディネート支援 16名（延べ 120名）

・被災建築物応急危険度判定に係る支援

コーディネート支援 17名（延べ 98名）

  危険度判定士 10名（延べ 51名） 

・応急仮設住宅建設に係る支援 35名（延べ 287名）

（コミュニティ形成支援含む）

・液状化・滑動崩落に関する技術支援 ３名（延べ６名）

平成 30年７月豪雨 

（平成 30年７月８日ごろ） 

・国土交通省リエゾンチームに係る支援 ８名（延べ 103名）

・応急仮設住宅建設に係る支援 ７名（延べ 82名）

平成 30年北海道胆振東部地震 

（平成 30年９月６日） 
・被災宅地に関する技術的支援 ２名（延べ６名）

【本件に関するお問い合わせ先】 

独立行政法人 都市再生機構 本社 

災害対応支援室  電 話：045-650-0483 

広報室 広報課  電 話：045-650-0887 

【平成 30年北海道胆振東部地震】 【平成 28年熊本地震】 【平成 30年７月豪雨】 

液状化等被害に関する技術支援 応急仮設住宅建設支援 被災建築物応急危険度判定のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ 



参考：ＵＲ都市機構の災害対応等について 

 

 

 

 


